
福島県談合情報処理要領及び福島県入札制度等監視委員会 

運営規程の一部改正について（案） 

令和３年７月 福島県入札監理課 

県が実施する入札において談合情報があった場合、県は福島県談合情報処理要領（以下

「要領」という。）に基づき、また、福島県入札制度等監視委員会（以下「委員会」とい

う。）は福島県入札制度等監視委員会運営規程（以下「運営規程」という。）第７条に基

づき、県が委員会に諮りながら対応することとしています。 

現要領において委員会事務局の作業を規定するなど、運営規程第７条との関係性が不

明確な箇所がありますので、要領及び運営規程第７条を一部改正し、県と委員会との関係

性や役割をより明確にします。 

【主な改正内容】 

（１）要 領

①運営規程第７条との関係性の明確化（第２の２(1)、第３ 修正）

②委員会事務局の作業項目の削除（現要領第２の３ 削除）

③事情聴取書（様式第２号）の作成の明示（第３の１(4) 追加）

④構成の整理（現要領第２の４ 構成見直し）

③文言の整理

（２）運営規程

①調査審議と事前調査審議の区分け（第７条２号 修正）

②文言の整理

（３）その他

①県と委員会の役割と関係性を明示したフロー図の作成

令和３年７月下旬施行予定 

２ 適用年月日 

１ 一部改正の概要 

資料 ４ 



福島県談合情報処理要領 新旧対照表（案）

新 旧

福島県談合情報処理要領 福島県談合情報処理要領

第１ 目的 第１ 目的

この要領は、県が契約締結のために実施する又は実施した入札にお この要領は、県が契約締結のために実施する又は実施した入札にお

いて、談合に関する情報（以下「談合情報」という。）があった場合の いて、談合に関する情報（以下「談合情報」という。）があった場合の

対応について定めることを目的とする。 対応について定めることを目的とする。

第２ 対応方法談合情報の取り扱い 第２ 対応方法談合情報の取り扱い

１ 談合情報の確認、調書の作成、報告 １ 談合情報の確認、調書の作成、報告

県の機関が、談合情報を受けたときは以下のとおり対応する。な 県の機関が、談合情報を受けた場合の情報の確認及び調書の作成

お、談合情報の確認に当たっては、情報提供者が報道機関である場 については、以下のとおりとする。なお、談合情報の確認に当たっ

合には、報道活動に支障のない範囲で情報の出所を明らかにするよ ては、情報提供者が報道機関である場合には、報道活動に支障のな

う要請するなど、可能な限り情報の把握に努めるものとする。 い範囲で情報の出所を明らかにするよう要請し、できる限り情報の

把握に努めるものとする。

(1) 入札執行権者又は発注者（物品購入においては物品管理権者）（以 (1) 入札執行権者又は工事執行権者（物品購入においては物品管理

下「発注者」という。）に談合情報が寄せられた場合 権者。以下「発注者」という。）に談合情報が寄せられた場合

談合情報を受けたときは、直ちに当該情報の提供者の身元、氏 談合情報を受けたときは、直ちに当該情報の提供者の身元、氏

名、連絡先等を確認のうえ、速やかに談合情報報告書（様式第１ 名、連絡先等を確認のうえ、速やかに談合情報報告書（様式第１

号）を作成し、入札執行権者が受けた場合は発注者（発注者が受 号）を作成し、入札執行権者が受けた場合は工事執行権者（工事

けた場合は入札執行権者）、当該工事等の予算を主管する課長（以 執行権者が受けた場合は入札執行権者）、当該工事等の予算を主管

下「予算主管課長」という。）及び入札監理課長に報告するものと する課長（以下「予算主管課長」という。）及び入札監理課長に送

する。 付するものとする。

(2) 入札監理課に談合情報が寄せられた場合 (2) 入札監理課に談合情報が寄せられた場合

談合情報を受けたときは、直ちに当該情報の提供者の身元、氏 談合情報を受けたときは、直ちに当該情報の提供者の身元、氏

名、連絡先等を確認のうえ、速やかに談合情報報告書（様式第１ 名、連絡先等を確認のうえ、速やかに談合情報報告書（様式第１

号）を作成し、入札執行権者、発注者及び予算主管課長に報告す 号）を作成し、入札執行権者、工事執行権者及び予算主管課長に
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るものとする。 送付するものとする。

(3) 上記以外の県の機関に談合情報が寄せられた場合 (3) 上記以外の県の機関に談合情報が寄せられた場合

談合情報を受けた場合は、直ちに当該情報の提供者の身元、氏 談合情報を受けた場合は、直ちに当該情報の提供者の身元、氏

名、連絡先等を確認するとともに入札監理課に報告するものとす 名、連絡先等を確認のうえ、速やかに入札監理課に通報するもの

る。 とする。

報告を受けた入札監理課は、速やかに談合情報報告書（様式第 通報を受けた入札監理課は、速やかに談合情報報告書（様式第

１号）を作成し、入札執行権者、発注者及び予算主管課長に報告 １号）を作成し、入札執行権者、工事執行権者及び予算主管課長

するものとする。 に送付するものとする。

２ 対応の判断基準福島県入札制度等監視委員会（以下「委員会」と ２ 対応の判断基準福島県入札制度等監視委員会（以下「委員会」と

いう。）への報告 いう。）への報告

(1) 委員会委員長（以下「委員長」という。）への報告 (1) 委員会委員長（以下「委員長」という。）への報告

入札監理課長は、談合情報を確認し、次の「談合情報の判断基 入札監理課長は、談合情報を確認し、次の「談合情報の判断基

準」に合致するときは、委員長へ談合情報を報告する。 準」に合致するときは、委員長へ談合情報を報告する。

(2) 談合情報の判断基準 (2) 談合情報の判断基準

談合情報が、情報提供者の氏名等が明らかであるか否かにかか 談合情報が、情報提供者の氏名等が明らかであるか否かにかか

わらず、具体的な工事等名及び落札予定業者名を含み、かつ、以 わらず、具体的な工事等名及び落札予定業者名を含む情報で、か

下のいずれかの事項を含む場合には、第２の１の対応をするもの つ、次のいずれかの事項を含む場合には、第２の１の対応をする

とするものとする。 ものとする。

ア 予定落札金額又は予定落札率 (1) 予定落札金額又は予定落札率

イ 談合に関与した業者名 (2) 談合に関与した業者名

ウ 談合が行われた日時、場所、談合の方法 (3) 談合が行われた日及び場所並びに談合の方法

エ その他談合に参加した当事者以外に知り得ない事項 (4) その他談合に参加した当事者以外に知り得ない事項

３ 入札制度等監視委員会への報告 ３ 入札制度等監視委員会への報告

入札監理課長は、速やかに宇談合情報を入札制等監視委員会委員 入札監理課長は、速やかに談合情報を入札制度等監視委員会委員

長（以下「委員長」という。）に報告し、入札制度等監視委員会（以 長（以下「委員長」という。）に報告し、入札制度等監視委員会（以

下「委員会」という。）又は委員会の部会（以下「部会」という。） 下「委員会」という。）又は委員会の部会（以下「部会」という。）

の開催について委員長から指示をうけるものとする。 の開催について委員長から指示を受けるものとする。

４ 談合情報がない場合の入札の対応 ４ 談合情報がない場合の入札の対応

入札執行権者は、すべての入札において入札金額に法則性や不自 入札執行権者は、すべての入札において入札金額に法則性や不自

然な状況がないかどうかを確認し、法則性等を確認した場合には談 然な状況がないかどうかを確認し、法則性等を確認した場合には談
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合情報があった場合と同様に第３の具体的な対応を取るものとする。 合情報があった場合と同様に第３の具体的な対応を取るものとする。

第３ 委員会の対応 第３ 具体的な対応

談合情報福島県入札制度等監視委員会運営規程（以下「運営規程」 談合情報福島県入札制度等監視委員会運営規程（以下「運営規程」

という。）第７条に規定する入札及び契約に係る談合その他の不正行為 という。）第７条に規程する入札及び契約に係る談合その他の不正行為

に関する事項の調査審議については、次のとおり対応するものとする。 に関する事項の調査審議については、次のとおり対応するものとする。

１ 入札執行前に談合情報があった場合 １ 入札執行前に談合情報があった場合

(1) 落札決定の保留 (1) 落札決定の保留

原則として開札は予定どおり実施する。ただし、落札決定は保 原則として開札は予定どおり実施する。ただし、落札決定は保

留する。 留する。

(2) 過去の入札結果の分析 (1) 過去の入札結果の分析

発注者は、過去３年分の同一路河川、同種工事などの入札結果 工事執行権者は、過去３年分の同一路河川、同種工事などの入

を分析し、その結果をまとめる。 札結果を分析し、その結果をまとめる。

(3) 開札（入札金額及び見積内訳書等の分析） (2) 開札（入札金額及び見積内訳書等の分析）

入札執行権者は、必要に応じて発注者の協力を得て、入札金額 入札執行権者は、必要に応じて工事執行権者の協力を得ながら、

に法則性や不自然な状況の有無等を分析し、その結果をまとめる。 入札金額に法則性や不自然な状況がないかどうかを分析し、その

結果をまとめる。

また、入札執行権者と発注者は、互いに協力し、全ての応札者 また、入札執行権者と発注者は、互いに協力し、全ての応札者

の見積内訳書（見積内訳書の提出を義務づけていない場合は、入 の見積内訳書（見積内訳書の提出を義務づけていない場合は、入

札執行権者が応札者に対し速やかに見積内訳書等積算の根拠とな 札執行権者が応札者に対し速やかに見積内訳書等積算の根拠とな

る書類の提出を求める。）を分析し、その結果をまとめる。 る書類の提出を求める。）を分析し、その結果をまとめる。

(4) 見積内訳書等の確認事情聴取 (3) 見積内訳書等の確認事情聴取

見積内訳書等の提出を義務付けている場合には、入札執行権者 見積内訳書等の提出を義務付けている場合には、入札執行権者

及び工事執行権者は、すべての入札者の見積内訳書等の確認を行 及び工事執行権者は、すべての入札者の見積内訳書等の確認を行

い、その結果をまとめるものとする。 い、その結果をまとめるものとする。

また、見積内訳書等の提出を義務付けていない場合には、入札 また、見積内訳書等の提出を義務付けていない場合には、入札

執行権者は応札者に対し速やかに見積内訳書等積算の根拠となる 執行権者は応札者に対し速やかに見積内訳書等積算の根拠となる

資料の提出を求め、工事執行権者の協力を得て、すべての入札者 資料の提出を求め、工事執行権者の協力を得て、すべての入札者

の提出資料の確認を行い、その結果をまとめるものとする。 の提出資料の確認を行い、その結果をまとめるものとする。

入札監理課は、入札執行権者と発注者の協力を得て、談合情報 入札監理課は、入札執行権者と発注者の協力を得て、談合情報
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に関係する企業、個人、入札・発注事務担当等から聞き取り調査 に関係する企業、個人、入札・発注事務担当等から聞き取り調査

を行い事情聴取書（様式第２号）にとりまとめ、その内容を分析 を行い事情聴取書（様式第２号）にとりまとめ、その内容を分析

する。 する。

(5) 委員会等への報告・説明 (4) 委員会等への報告・説明

入札監理課長は、上記(2)から(4)までの分析結果とその分析結 入札監理課長は、上記(1)から(3)までの分析結果とその分析結

果に関する意見を付した談合情報報告書（任意様式）を作成し、 果に関する意見を付した談合情報報告書（任意様式）を作成し、

委員会又は委員会の談合等調査部会（以下「部会」という。）にお 委員会又は委員会の談合等調査部会（以下「部会」という。）にお

いて、談合情報等について説明するものとする。 いて、談合情報等について説明するものとする。

(6) 委員会等の調査審議への協力 (5) 委員会等の調査審議への協力

県の機関は、委員会又は部会からの必要な書類等の提出や説明 入札監理課長、入札執行権者及び工事執行権者は、委員会又は

等の依頼に協力しなければならない。 部会から必要な書類等の提出を求められた場合は、協力しなけれ

ばならない。

また、工事執行権者は、入札執行権者から(2)、(3)の協力を求 また、工事執行権者は、入札執行権者から(2)、(3)の協力を求

められた場合は、協力をしなければならない。 められた場合は、協力をしなければならない。

(7) 対応の決定 (6) 対応の決定

ア 入札執行権者は、運営規程第７条第３号の事前調査結果報告 ア 入札執行権者は、委員会又は部会において調査の必要がない

書を受けたときは、当該意見を尊重し、落札者決定の手続きを とされた場合には、当該意見を尊重し、落札者決定の手続きを

行うものとする。 行うものとする。

イ 入札執行権者は、運営規程第７条第５号の調査結果報告書を イ 入札執行権者は、委員会又は部会の調査に基づく意見の内容

受けたときは、次のとおり取り扱うものとする。 に応じ次のとおり取り扱うものとする。

(ｱ) 入札を無効とすべきという意見が出されたときは、当該入 (ｱ) 入札を無効とすべきという意見が出された場合、当該入札

札を無効とする。 を無効とする。

(ｲ) (ｱ) 以外の意見のときは、落札者決定の手続きを行うもの (ｲ) (ｱ) 以外の意見の場合は、落札者決定の手続きを行うもの

とする。 とする。

(8) 公正取引委員会等捜査機関への通報 (7) 公正取引委員会等捜査機関への通報

入札監理課長は、運営規程第７条５号の調査結果報告書を受け 入札監理課長は、運営規程第７条五号の調査審議報告を受けた

たときは、談合情報通知書（様式第３号）に以下のaからdの書類 ときは、談合情報通知書（様式第３号）に以下のaからdの書類を

を添えて公正取引委員会、警察本部へ通報又は情報提供をするも 添えて公正取引委員会等へ通報又は情報提供をするものとする。

のとする。

ア 談合情報報告書の写し a 談合情報報告書の写し
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イ 入札執行調書の写し b 入札執行調書の写し

ウ 過去の入札結果の分析、入札金額及び見積内訳書等の分析結 c 過去の入札結果の分析、開札結果分析及び見積内訳書等の確認

果の写し 結果の写し

エ 事情聴取書の写し d 事情聴取書の写し

２ 入札執行後に談合情報があった場合 ２ 入札執行後に談合情報があった場合

(1) 契約締結前の場合 (1) 契約締結前の場合

発注者は、直ちに契約締結の事務を保留する。その上で第３の 契約権者は、直ちに契約締結の事務を保留し、その上で第３の

１(2)から(8)を行う。この場合においては、第３の１(7)の「入札 １(1)から(6)までの対応を取るものとする。この場合においては、

執行権者」及び「工事執行権者」をとあるのは「発注者」と、「落 第３の１(7)の「入札執行権者」及び「工事執行権者」を「契約権

札者決定」とあるのは「契約締結」と読み替えるものとする。 者」「落札者決定」とあるのは「契約締結」と読み替えるものとす

る。

(2) 契約締結後の場合 (2) 契約締結後の場合

契約権者は、第３の１(2)から(8)を行う。この場合においては、 契約権者は、第３の１(1)から(6)までの対応を取るものとする。

第３の１(7)の「入札執行権者」及び「工事執行権者」とあるのは この場合においては、第３の１(7)の「入札執行権者」及び「工事

「発注者」と、「落札者決定」とあるのは「契約継続」と読み替え、 執行権者」とあるのは「契約権者」と、「落札者決定」とあるのは

第３の１(7)イ(ｱ)の「当該入札」とあるのは「当該契約」と、「無 「契約継続」と読み替え、第３の１(6)の「当該入札」とあるのは

効とする」とあるのは「契約継続又は契約解除する」と「落札者 「当該契約」と、「入札無効」とあるのは「契約継続又は契約解除

決定」とあるのは「契約継続」とそれぞれ読み替えるものとする。 する」と、「落札者決定」とあるのは「契約継続」とそれぞれ読み

替えるものとする。

談合情報が工事等に関するもので第３の１(7)イ(ｱ)に該当する 談合情報が工事 に関するもので第３の１(6)イ(ｱ)に該当する

ときは、必要に応じて当該工事等を一時中止させることができる 場合には、必要に応じて当該工事の施工中断を指示することがで

ものとする。 きるものとする。

(3) 第３の２(2)「契約継続又は契約解除」の判断について (3) 第３の２(2)契約継続又は契約解除の判断について

発注者は、第３の２(2)の「契約継続又は契約解除」の判断を行 契約権者は、第３の２(2)の契約継続又は契約解除の判断を行う

うときは、契約の進捗状況、契約解除に伴う県民の生活、安全等 際には、契約の進捗状況、契約解除に伴う県民の生活、安全等の

の影響を考慮するとともに、委員会又は部会の意見を尊重し、総 影響を想定するとともに、委員会又は部会の意見を尊重し、総合

合的に判断するものとする。この場合において、発注者は県民の 的に判断するものとする。この場合において、発注者は県民の生

生活、安全等の影響に関する判断が困難なときは、予算主管課長 活、安全等の影響に関する判断が困難なときは、予算主管課長を

を経由し入札監理課長と協議するものとする。 経由し入札監理課長に協議するものとする。
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第４ 全ての入札の対応 第４ 談合情報がない場合の入札の対応

入札執行権者は、全ての入札において法則性や不自然な状況の有無 入札執行権者は、すべての入札において法則性や不自然な状況の有

等を確認し、法則性等を確認したときは談合情報があった場合と同様 無等を確認することとし、法則性等を確認したときは、第２の１(1)を

に発注者、予算主管課長、入札監理課長に報告する。報告を受けた入 適用し関係機関に報告する。報告を受けた入札監理課長は第２の２(1)

札監理課長は委員長へ速やかに報告するものとする。 を適用し委員長へ報告するとともに、関係機関は第３

第５ 個別手続の手順等その他 第４ 個別手続の手順等その他

１ 見積内訳書等の確認等 １ 見積内訳書等の確認等

第３の１(3)で規定する見積内訳書等の確認は、「記載項目や内容 第３の１(3)で規定する見積内訳書等の確認は、「記載項目や内容

の表現が同一である」「工事種別の細目が同一である」「筆跡が同一 の表現が同一である」「工事種別の細目が同一である」「筆跡が同一

である」など談合の事実の有無を確認する視点で次の観点から確認 である」など談合の事実の有無を確認する視点で次の観点から確認

・分析を行うものとする。 ・分析を行うものとする。

(1) 談合の事実の有無を確認するためのものであり、見積内容を確 (1) 談合の事実の有無を確認するためのものであり、見積内容を確

認することに主目的があるわけではないこと。 認することに主目的があるわけではないこと。

(2) 筆跡が同一である。記載項目や内容の表現が同一である。工事 (2) 筆跡が同一である。記載項目や内容の表現が同一である。工事

種別の細目が同一である。等の有無を確認する 種別の細目が同一である。等の有無を確認すること。

２ 談合情報が入札日当日に寄せられた場合の対応 ２ 談合情報が入札日当日に寄せられた場合の対応

談合情報が入札日当日に寄せられた場合は、第３の２(1)により対 談合情報が入札日当日に寄せられた場合は、第３の２(1)により対

応するものとする。 応するものとする。

２ その他 ３ その他

この要領に定めるもののほか、談合情報の対応に関し必要な事項 この要領に定めるもののほか、談合情報の対応に関し必要な事項

は、別に定める。 は、別に定める。

附 則 附 則

この要領は、平成１９年４月２７日から施行する。 この要領は、平成１９年４月２７日から施行する。

附 則 附 則

この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 この要領は、平成２０年４月１日から施行する。

附 則 附 則

この要領は、令和３年７月 日から施行する。 この要領は、令和３年７月 日から施行する。
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福島県入札制度等監視委員会運営規程 新旧対照表（案）

新 旧

福島県入札制度等監視委員会運営規程 福島県入札制度等監視委員会運営規程

第１条～第６条（略） 第１条～第６条（略）

（入札及び契約に係る談合その他の不正行為に関する事項の調査審議 （入札及び契約に係る談合その他の不正行為に関する事項の調査審議

の方法） の方法）

第７条 委員会は、入札及び契約に係る談合その他の不正行為に関する 第７条 委員会は、入札及び契約に係る談合その他の不正行為に関する

事項を調査審議する場合においては、原則として、次により調査審議 事項を調査審議する場合においては、原則として、次により調査審議

をするものとする。 をするものとする。

一 福島県談合情報処理要領第２の２又は第３の１の(4)（第３の２の 一 福島県談合情報処理要領第２の３又は第３の１の(4)（第３の２の

(1)及び(2)の規定により準用する場合を含む。）及び第４の規定によ (1)及び(2)の規定により準用する場合を含む。）及び第４の規定によ

り、委員長に談合情報等の報告があった場合には、委員長は速やか り、委員長に談合情報等の報告があった場合には、委員長は速やか

に談合等調査部会（以下この条において「部会」という。）の部会長 に談合等調査部会（以下この条において「部会」という。）の部会長

に部会の招集を求め、部会長は速やかに部会を招集するものとする。 に部会の招集を求め、部会長は速やかに部会を招集するものとする。

二 前号の規定により招集された部会は、事務局が準備した資料その 二 前号の規定により招集された部会は、事務局が準備した資料その

他部会が指示する資料により事務局及び県の機関から説明を受け、 他部会が指示する資料により事務局及び県の機関から説明を受け、

調査審議の要否について事前調査審議する。 調査に値するものかを事前調査審議する。

三 前号に規定する事前調査審議の結果、部会が調査審議を要しない 三 前号に規定する事前調査審議の結果、部会が調査に値しないと決

と決定した場合には、部会長は、速やかに事前調査結果報告書を作 定した場合には、部会長は、速やかに事前調査結果報告書を作成し

成し委員長及び知事に報告しなければならない。 委員長及び知事に報告しなければならない。

四 第２号に規定する事前調査審議の結果、部会が調査審議を要する 四 第２号に規定する事前調査審議の結果、部会が調査に値すると決

と決定した場合には、部会は、事務局、県の機関その他関係者等か 定した場合には、部会は、事務局、県の機関その他関係者等から説

ら説明等を聴き、又は必要な書類の提出を受け、談合の疑いの有無 明等を聴き、又は必要な書類の提出を受け、談合の疑いの有無等に

等について調査審議する。 ついて調査審議する。

五 前号に規定する調査審議を終えたときは、部会長は、速やかに調 五 前号に規定する調査審議を終えたときは、部会長は、速やかに調

査結果報告書を作成しその結果を委員長及び知事に報告しなければ 査結果報告書を作成しその結果を委員長及び知事に報告しなければ
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ならない。 ならない。

六 第１号から前号までの規定にかかわらず、委員長が委員会で調査 六 第１号から前号までの規定にかかわらず、委員長が委員会で調査

審議することが適当であると認めたときは、委員長は速やかに委員 審議することが適当であると認めたときは、委員長は速やかに委員

会を招集するものとする。この場合において、第２号から第４号中 会を招集するものとする。この場合において、第２号から第４号中

「部会」とあるのは、「委員会」と、第３号及び第５号中「部会長」 「部会」とあるのは、「委員会」と、第３号及び第５号中「部会長」

とあるのは「委員長」と、第５号中「委員長及び知事」とあるのは とあるのは「委員長」と、第５号中「委員長及び知事」とあるのは、

「知事」と読み替えるものとする。 「知事」と読み替えるものとする。

七 第５号の規定にかかわらず、部会が委員会において判断するのが 七 第５号の規定にかかわらず、部会が委員会において判断するのが

適当であると認めた場合には、部会長は委員長に委員会の招集を求 適当であると認めた場合には、部会長は委員長に委員会の招集を求

め、委員長は速やかに委員会を招集する。 め、委員長は速やかに委員会を招集する。

八 前号の規定により招集された委員会は、部会長から報告を受け、 八 前号の規定により招集された委員会は、部会長から報告を受け、

談合の疑いの有無等について調査審議する。 談合の疑いの有無等について調査審議する。

九 前号に規定する調査審議を終えたときは、委員長は、速やかに調 九 前号に規定する調査審議を終えたときは、委員長は、速やかに調

査結果報告書を作成しその結果を知事に報告しなければならない。 査結果報告書を作成しその結果を知事に報告しなければならない。

第８条、第９条（略） 第８条、第９条（略）

附 則 附 則

１ この規程は、平成１９年４月２６日から施行する。 １ この規程は、平成１９年４月２６日から施行する。

２、３（略） ２、３（略）

附 則 附 則

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 この規程は、平成２２年４月１日から施行する。

附 則 附 則

この規程は、令和３年７月 日から施行する。 この要領は、令和３年７月 日から施行する。
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談合情報対応フロー図

・談合情報の確認、報告

（要領第２の１）

・談合情報の判断基準

（要領第２の２(2)）

・委員長への報告

（要領第２の２(1)）

・落札決定の保留

（要領第３の１(1)）・終 了

・談合等調査部会の招集

（運営規程第７条第１号）

・調査結果報告書受理

（要領 第３の１(7)イ）

・調査審議

（運営規程第７条第４号）

・落札者決定

（要領第３の１(7)イ(ｲ)）

・捜査機関への情報提供

（要領 第３の１(8)）
・捜査機関への通報

（要領第３の１(8)）

・入札無効

（要領第３の１(7)イ(ｱ)）

・委員長及び知事への報告

（運営規程第７条第５号）

・談合情報

・入札金額の分析等

（要領第３の１(2)～(4)）

合致しない

合致する

・事前調査審議

（運営規程第７条第２号）

・委員長及び知事への報告

（運営規程第７条第３号）

・事前調査結果書受理、落札者決定

（要領第３の１(7)ア）

調査審議

を要する

調査審議

不要

入札を無効とすべきとの意見

（要領 第３の１(7)イ(ｱ)）

入札を無効とすべき以外の意見

（要領 第３の１(7)イ(ｲ)）

・談合情報報告書の作成

（要領第３の１(5)）

・部会への説明、書類提出

（要領第３の１(5)、(6)）

【入札制度等監視委員会】

【 県 機 関 】

・部会への説明、資料提出

（要領第３の１(6)）

※委員長が委員会で調査審議が適当であると認めたときは委員会で調査

審議する（運営規程第７条第６号）

※入札執行権者は、全ての入札において法則性や不自然な状況の有無等を確認し、

法則性等を確認したときは談合情報があった場合と同様に本要領に則り対応する。

（要領 第４）���

要領：福島県談合情報処理要領

運営規程：福島県入札制度等監視委員会運営規程

・談合情報の判断基準
具体的な工事等名、落札予定業者名を含み、

かつ、以下のいずれかの事項を含む情報

ア 予定落札金額又は予定落札率

イ 談合に関与した業者名

ウ 談合が行われた日時、場所、

談合の方法

エ その他当事者以外に知り得ない事項

※本フロー図は入札執行前に談合情報があったケースを記載している。

入札執行後に談合情報があった場合は以下のとおり対応する。

(1) 契約締結前

・「落札決定の保留」を「契約締結の保留」に読み替える。（要領 第３の２(1)）

・「落札者決定」を「契約継続」と読み替える。（要領 第３の２(2)）

(2) 契約締結後

・「落札決定の保留」を削除する。

・「入札無効」を「契約継続又は契約解除」と読み替え、

「落札者決定」を「契約継続」と読み替える。（要領 第３の２(2)）

・「契約継続又は契約解除」の判断については、県民生活や安全の影響

部会の意見等を総合的に判断する。（要領 第３の２(3)）
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■談合情報対応フロー図

【県民等】

・入札談合情報の通報

【入札執行権者 ほか】

・談合情報報告書の作成・報告

【入札監理課】

・談合情報報告書の作成

・「対応の判断基準」に該当するか否かを判

断

【入札制度等監視委員会】

・事務局へ

委員会又は談合等調査部会の

開催方法等について指示

【入札執行権者】

入札 （開札）
＊落札決定保留

（見積もり合わせの場合契約保留）

（談合情報はないが、入札金額に法則性や不自然さがあることが判明）
【入札執行権者 ほか】

【入札執行権者・工事執行権者】

・見積内訳書の内容確認

・過去の同一路河川、同種工事などの入札結果分析

【入札監理課】

・意見を付した談合情報事前調査報告書を作成

→入札制度等監視委員会へ報告 （委員会又は部会へ

【入札制度等監視委員会又は談合等調査部会】

・本調査に値するか否かについて判断

値しない 値する

「対応の判断基準」に

該当する

「対応の判断基準」に

該当しない

終了

【入札制度等監視委員会又は談合等調査部会】

・本調査（関係者からの事情聴取 等）を実施

し、

談合の事実を確認

・談合情報調査結果報告書を作成

【入札監理課、入札執行権者、工事執行権者】

委員会又は部会の要請に応じ、本調査に協力

談合の事実を確認談合の事実を確認できない

【入札執行権者 等】

・落札決定、契約締

【入札執行権者 等】

・入札無効

【入札監理課】

（談合の事実を確認した場合）

・公正取引委員会、県警察本部へ通報
（談合の事実を確認できない場合）

・公正取引委員会、県警察本部へ情報提

※入札執行後に談合情報があった場合

・契約締結前の場合

直ちに契約締結事務を保留し、本フ

ロー図

の対応を取る。

・契約締結後の場合

本フロー図の対応を取る。
（談合情報が工事に関する場合で、「本調査
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福島県談合情報処理要領（案）

第１ 目的

この要領は、県が実施する又は実施した入札において、談合に関する情報（以下「談

合情報」という。）があった場合の対応について定めることを目的とする。

第２ 談合情報の取り扱い

１ 談合情報の確認、調書の作成、報告

県の機関が、談合情報を受けたときは以下のとおり対応する。なお、談合情報の確

認に当たっては、情報提供者が報道機関である場合、報道活動に支障のない範囲で情

報の出所を明らかにするよう要請するなど、可能な限り情報の把握に努めるものとす

る。

(1) 入札執行権者又は発注者（物品購入においては物品管理権者）（以下「発注者」

という。）に談合情報が寄せられた場合

直ちに情報提供者の身元、氏名、連絡先等を確認のうえ、速やかに談合情報報告

書（様式第１号）を作成し、入札執行権者が受けた場合は発注者（発注者が受けた

場合は入札執行権者）、当該工事等の予算を主管する課長（以下「予算主管課長」

という。）及び入札監理課長に報告する。

(2) 入札監理課に談合情報が寄せられた場合

直ちに情報提供者の身元、氏名、連絡先等を確認のうえ、速やかに談合情報報告

書（様式第１号）を作成し、入札執行権者、発注者及び予算主管課長に報告する。

(3) 上記以外の県の機関に談合情報が寄せられた場合

直ちに情報提供者の身元、氏名、連絡先等を確認するとともに入札監理課に報告

する。

報告を受けた入札監理課は、速やかに談合情報報告書（様式第１号）を作成し、

入札執行権者、発注者及び予算主管課長に報告する。

２ 福島県入札制度等監視委員会（以下「委員会」という。）への報告

(1) 委員会委員長（以下「委員長」という。）への報告

入札監理課長は、談合情報を確認し、次の「談合情報の判断基準」に合致すると

きは、委員長へ談合情報を報告する。

(2) 談合情報の判断基準

談合情報が、情報提供者の氏名等が明らかであるか否かにかかわらず、具体的な

工事等名及び落札予定業者名を含み、かつ、以下のいずれかの事項を含む場合。

ア 予定落札金額又は予定落札率

イ 談合に関与した業者名

ウ 談合が行われた日時、場所、談合の方法

エ その他談合に参加した当事者以外に知り得ない事項
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第３ 委員会の対応

福島県入札制度等監視委員会運営規程（以下「運営規程」という。）第７条に規定す

る入札及び契約に係る談合その他の不正行為に関する事項の調査審議について、次のと

おり対応する。

１ 入札執行前に談合情報があった場合

(1) 落札決定の保留

原則として開札は予定どおり実施する。ただし、落札決定は保留する。

(2) 過去の入札結果の分析

発注者は、過去３年分の同一路河川、同種工事などの入札結果を分析し、その結

果をまとめる。

(3) 入札金額及び見積内訳書等の分析

入札執行権者は、発注者の協力を得て、入札金額に法則性や不自然な状況の有無

等を分析し、その結果をまとめる。

また、入札執行権者と発注者は、互いに協力し、全ての応札者の見積内訳書（見

積内訳書の提出を義務づけていない場合は、入札執行権者が応札者に対し速やかに

見積内訳書等積算の根拠となる書類の提出を求める。）を分析し、その結果をまと

める。

(4) 事情聴取

入札監理課は、入札執行権者と発注者の協力を得て、談合情報に関係する企業、

個人、入札・発注事務担当等から聞き取り調査を行い事情聴取書（様式第２号）に

とりまとめ、その内容を分析する。

(5) 委員会等への報告・説明

入札監理課長は、上記(2)から(4)の分析結果とその分析結果に関する意見を付し

た談合情報報告書（任意様式）を作成し、委員会又は委員会の談合等調査部会（以

下「部会」という。）において説明する。

(6) 委員会等の調査審議への協力

県の機関は、委員会又は部会からの必要な書類の提出や説明等の依頼に協力しな

ければならない。

(7) 対応の決定

ア 入札執行権者は、運営規程第７条第３号の事前調査結果報告書を受けたときは、

落札者決定の手続きを行う。

イ 入札執行権者は、運営規程第７条第５号の調査結果報告書を受けたときは、次

のとおり取り扱う。

(ｱ) 入札を無効とすべきという意見が出されたときは、当該入札を無効とする。

(ｲ) (ｱ) 以外の意見のときは、落札者決定の手続きを行う。

(8) 公正取引委員会等捜査機関への通報

入札監理課長は、運営規程第７条５号の調査結果報告書を受けたときは、談合情

報通知書（様式第３号）に以下の書類を添えて公正取引委員会、警察本部へ通報又

は情報提供する。

ア 談合情報報告書の写し
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イ 入札執行調書の写し

ウ 過去の入札結果の分析、入札金額及び見積内訳書等の分析結果の写し

エ 事情聴取書の写し

２ 入札執行後に談合情報があった場合

(1) 契約締結前の場合

発注者は、直ちに契約締結の事務を保留する。その上で第３の１(2)から(8)を行

う。この場合、第３の１(7)の「入札執行権者」とあるのは「発注者」と、「落札者

決定」とあるのは「契約締結」と読み替える。

(2) 契約締結後の場合

第３の１(2)から(8)を行う。この場合、第３の１(7)の「入札執行権者」とある

のは「発注者」と、「落札者決定」とあるのは「契約継続」と読み替え、第３の１(7)

イ(ｱ)の「入札」とあるのは「契約」と、「無効とする」とあるのは「契約継続又は

契約解除する」と読み替える。

談合情報が工事等に関するもので第３の１(7)イ(ｱ)に該当するときは、当該工事

等を一時中止させることができる。

(3) 第３の２(2)「契約継続又は契約解除」の判断について

発注者は、第３の２(2)の「契約継続又は契約解除」の判断を行うときは、契約

の進捗状況、契約解除に伴う県民の生活、安全等の影響を考慮するとともに、委員

会又は部会の意見を尊重し、総合的に判断する。この場合、発注者は予算主管課長

を経由し入札監理課長と協議する。

第４ 全ての入札の対応

入札執行権者は、全ての入札において法則性や不自然な状況の有無等を確認し、法則

性等を確認したときは談合情報があった場合と同様に発注者、予算主管課長、入札監理

課長に報告する。報告を受けた入札監理課長は委員長へ速やかに報告するものとする。

第５ その他

１ 見積内訳書等の確認等

第３の１(3)で規定する見積内訳書等の確認は、「記載項目や内容の表現が同一であ

る」「工事種別の細目が同一である」「筆跡が同一である」など談合の事実の有無を確

認する視点で行うものとする。

２ その他

この要領に定めるもののほか、談合情報の対応に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この要領は、平成１９年４月２７日から施行する。

附 則

この要領は、平成２０年４月１日から施行する。

附 則

この要領は、令和３年７月 日から施行する。
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様式第１号

談 合 情 報 報 告 書

年 月 日

情報を受けた日時 年 月 日（ ） 時 分

工 事 名 等

入 札 （ 予 定 ） 日 年 月 日（ ） 時 分

情 報 提 供 者

受 信 者

情 報 手 段 ・電話 ・書面 ・面接 ・報道 ・電子メール

情 報 内 容

応 答 の 概 要

入札結果等に関する意見

当該案件の問合せ先
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様式第２号

事 情 聴 取 書

工 事 名 等

業 者 名

事情聴取を受けた者

事 情 聴 取 者

事 情 聴 取 日 時 年 月 日 時 分

事 情 聴 取 場 所

質 問 聴 取 内 容

※ 質問事項は、寄せられた情報等によって適宜設定すること。
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様式第３号

日 付

番 号

公正取引委員会事務総局東北事務所長 様

福 島 県 知 事

工事等の入札に関する談合情報について（通知）

当県発注の下記工事等の入札に関する談合情報について、下記資料を添えて通知します。

記

１ 工事等概要（※工事以外は記入不要）

(1) 工事番号

(2) 工事名

(3) 発注種別

２ 送付書類

(1) 談合情報報告書（写）

(2) 事情聴取書（写）

(3) 入札執行調書（写）

(4) その他

３ 経 過
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福島県入札制度等監視委員会運営規程（案）

第１条～第６条（略）

（入札及び契約に係る談合その他の不正行為に関する事項の調査審議の方法）

第７条 委員会は、入札及び契約に係る談合その他の不正行為に関する事項を調査審議す

る場合においては、原則として、次により調査審議をするものとする。

一 福島県談合情報処理要領第２の２及び第４の規定により、委員長に談合情報等の報

告があった場合には、委員長は速やかに談合等調査部会（以下この条において「部会」

という。）の部会長に部会の招集を求め、部会長は速やかに部会を招集するものとす

る。

二 前号の規定により招集された部会は、事務局が準備した資料その他部会が指示する

資料により事務局及び県の機関から説明を受け、調査審議の要否について事前調査審

議する。

三 前号に規定する事前調査審議の結果、部会が調査審議を要しないと決定した場合に

は、部会長は、速やかに事前調査結果報告書を作成し委員長及び知事に報告しなけれ

ばならない。

四 第２号に規定する事前調査審議の結果、部会が調査審議を要すると決定した場合に

は、部会は、事務局、県の機関その他関係者等から説明等を聴き、又は必要な書類の

提出を受け、談合の疑いの有無等について調査審議する。

五 前号に規定する調査審議を終えたときは、部会長は、速やかに調査結果報告書を作

成しその結果を委員長及び知事に報告しなければならない。

六 第１号から前号までの規定にかかわらず、委員長が委員会で調査審議することが適

当であると認めたときは、委員長は速やかに委員会を招集するものとする。この場合

において、第２号から第４号中「部会」とあるのは、「委員会」と、第３号及び第５

号中「部会長」とあるのは「委員長」と、「委員長及び知事」とあるのは「知事」と

読み替えるものとする。

七 第５号の規定にかかわらず、部会が委員会において判断するのが適当であると認め

た場合には、部会長は委員長に委員会の招集を求め、委員長は速やかに委員会を招集

する。

八 前号の規定により招集された委員会は、部会長から報告を受け、談合の疑いの有無

等について調査審議する。

九 前号に規定する調査審議を終えたときは、委員長は、速やかに調査結果報告書を作

成しその結果を知事に報告しなければならない。

第８条、第９条（略）

附 則

１ この規程は、平成１９年４月２６日から施行する。

２、３（略）

附 則

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。

附 則

この規程は、令和３年７月 日から施行する。
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